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平成２９年第１回上里町議会定例会会議録第７号

平成２９年３月１７日（金曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

日程第３９（議員提出議案第 ５ 号）上里町議会委員会条例の一部を改正する条例に

ついて

―――――――――――――――――――――――――――――

出席議員（１４人）

１番 飯 塚 賢 治 君 ２番 戸 矢 隆 光 君

３番 仲 井 静 子 君 ４番 猪 岡 壽 君

５番 齊 藤 崇 君 ６番 岩 田 智 教 君

７番 植 井 敏 夫 君 ８番 高 橋 正 行 君

９番 納 谷 克 俊 君 １０番 新 井 實 君

１１番 沓 澤 幸 子 君 １２番 高 橋 仁 君

１３番 伊 藤 裕 君 １４番 植 原 育 雄 君

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者 なし

―――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

事 務 局 長 飯 塚 好 一 係 長 神 村 輝 行
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◎開 議

午前１０時３０分開議

○議長（納谷克俊君） ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、

ただいまから散会前に引き続き本日の会議を開きます。

──────────────────◇──────────────────

◎日程第３９ 議員提出議案第５号 上里町議会委員会条例の一部を改正する条例について

○議長（納谷克俊君） 日程第39、議員提出議案第５号 上里町議会委員会条例の一部を改正

する条例についての件を議題といたします。

提出者から提案理由の説明及び議案の説明を求めます。

14番、植原育雄議員。

〔１４番 植原育雄君発言〕

〇１４番（植原育雄君） 議席番号14番、植原育雄です。

御提案申し上げました議員提出議案第５号 上里町議会委員会条例の一部を改正する条例に

ついて御説明いたします。

初めに、提案理由ですが、円滑な議会運営を目的として常任委員会及び議会運営委員会の委

員の改選に係る任期の特例について規定するため、所要の改正を行いたいので、本案を提出す

るものでございます。

上里町は、４月30日が議員の任期であり、初議会による選任を除き、議員の任期による改選

は５月１日が通常となりますが、当日が土曜日、日曜日になった場合は任期が２年を超えるこ

とになります。

このため、その年の状況により事前30日前までに選任を行うことができるように、新たに規

定を加えるもので、このことによる関係条文の改正を行うものです。

続きまして、改正条文の内容について説明いたします。

上里町議会委員会条例、平成３年上里町条例第12号の一部を次のように改正するものです。

第３条第１項に、次のただし書きを加えるもので、「ただし選任者が選任されるまで、在任

するもの」とします。

第３条第２項を同条第３項とし、第３条第１項の次に、次の１項を加え、第２項として「常

任委員の任期は選任の日から起算する。ただし、任期満了による選任が任期満了の日前に行わ

れた時は、後任者の任期は前任者の任期満了の日の翌日から起算する」ものとします。

次に、第７条第５項中、「第３条常任委員の任期第２項」を「第３条常任委員の任期第３

項」に改め、同条第４項を同条第５項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第３項の次に

次の１項を加え、第４項として「常任議員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、
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その任期満了前30日以内に行うことができるもの」とします。

附則として、この条例は公布の日から施行するものです。

なお、参考に条例の新旧対照表を添付しておきました。

以上で、議員提出議案第５号 上里町議会委員会条例の一部を改正する条例についての提案

理由と、改正条文の説明といたします。

慎重御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。

○議長（納谷克俊君） これで提案理由の説明及び議案の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑のある方は順次発言を許可いたします。

質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（納谷克俊君） 質疑がないようですので、これで質疑を終了いたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（納谷克俊君） ないようですので、これで討論を終了いたします。

これより議員提出議案第５号 上里町議会委員会条例の一部を改正する条例についての件を

起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（納谷克俊君） 起立全員であります。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

──────────────────◇──────────────────

◎議会運営委員会の閉会中の継続審査について

○議長（納谷克俊君） 次に、議会運営委員長より、次期定例会の会期・日程等について、会

議規則第75条の規定により、閉会中の継続審査をしたい旨の申し出がありました。

お諮りいたします。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（納谷克俊君） 御異議なしと認めます。

よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

──────────────────◇──────────────────
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◎閉 会

○議長（納谷克俊君） 以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。

これをもって、平成29年第１回上里町議会定例会を閉会いたします。

御苦労様でした。

午前１０時３６分閉会


